
自衛隊は、防衛省設置法上の「調査及び研究」として、
警戒監視活動を実施【変更なし】
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自衛隊の下令手続の迅速化
も含め、関係機関の連絡調
整会議（新設）が調整し、
①「時間」の隙間に対応

警察機関の対応能力強化と、自衛隊の領域
警備行動（新設）を通じた警備の支援により
②「権限」及び③「武器使用」の隙間に対応
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